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◆心の不調に気づき、治療や生活を支援するウェブサイト開設（9/10）
　厚生労働省のホームページ内に、心の不調に気付いた時の対処法などを紹介する
「みんなのメンタルヘルス総合サイト」と若い世代向けの「こころもメンテしよう」の
ウェブサイトが開設されました。
　みんなのメンタルヘルス総合サイト 
　　http://www.mhlw.go.jp/kokoro
　こころもメンテしよう～10代･20代のメンタルサポートサイト～ 
　　http://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth

◆平成22年度の地域別最低賃金の答申出揃う（9/10）
　全国の加重平均額は730円（昨年度713円）。
　引上げ額は時間額10円から30円で、現在の仕組みとなった平成14年度以降、最大
の全国加重平均17円の引上げとなりました。
　答申状況はこちらでご覧いただけます。
　http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r64t-att/2r9852000000r66j.pdf

◆「知って役立つ労働法」～働くときに必要な基礎知識～を作成（9/15）
　就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つ
ハンドブックとして「知って役立つ労働法～働くときに必要な基礎知識～」を作成。
今後、学生職業センターにおける大学生の支援等、様々な場面で活用を図っていくと
ともに、全国の大学・短期大学にも送付することとしています。
　事業主様、人事担当者の方はぜひご一読ください。
　http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rnos-img/2r9852000000rnq9.pdf

◆雇用調整助成金の不正受給防止対策強化第3弾（9/16）
　架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、平成
22年4月から7月の間に、54事業所、約10億7,617万円が不正受給として処分され
ていますが、さらなる対策として平成22年11月１日以降の申請分から不正受給が判
明した場合、以下のことを公表することとしました。

①事業主の名称と代表者氏名
②事業所の名称・所在地・概要
③不正受給の金額・内容。
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